
兵庫県立加古川南高等学校いじめ防止基本方針（令和４年４月改訂） 

                       057 兵庫県立加古川南高等学校 

１ 本校の教育方針 

 本校は、「夢や志を育み、個性を磨く学校づくり」「教職員が一丸となって生徒を支える、学びやす

い・働きがいのある学校づくり」「地域社会と一体となり、体験を通して生徒を鍛え、社会的自立を図

る学校づくり」を学校経営方針として、「生徒一人一人を生かす教育」を行う学校運営をしている。 

いじめは、人として決して許されない行為であり、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るという認

識のもと、学校や家庭、地域社会、関係機関が連携しながら取り組まなければならない問題であると

考える。 

ここに、「兵庫県いじめ対応マニュアル」改訂も踏まえ、生徒たちが更に安心して、充実した学校生

活を送れるよう、いじめ防止に向けた日常の指導体制を定める。また、いじめの未然防止、早期発見、

早期対応に向けた取り組みを定めた「学校いじめ防止基本方針」を再制定する（H29年８月）。 

 

２ 基本的な考え 

 本校は、創立３０年以上になる全日制総合学科高校である。加古川市に位置し、地域に愛され地域

に育まれながら成長してきた歴史がある。 

本校は、夢や志を育む学校を目指して「キャリア教育の充実」「学力の向上」「人間力の育成」を

三本柱に全教職員で取り組んでいる。また、ボランティア活動に精力的に参加し、地域交流を積極的

に進める教育活動にも取り組んでいる。 

「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識とその特質をすべての教職員が十分に

認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対

応」に的確に取り組むことが重要である。 

 

３ いじめ防止等の指導体制・組織的対応（学校全体の取組） 

 いじめの未然防止、早期発見、早期対応のための①指導体制②組織的対応を以下のとおりとする。 

 いじめの情報を得た場合は、特定の教職員だけで抱え込まず、年次及び学校全体で対応する。具体的

には、校長がいじめ対応チームによる緊急対策会議を開催し、学校として認知するとともに、今後の指

導方針を立て、組織的、且つ柔軟に対応する。 
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保護者・地域との連携 

・学校評議員会 

（学校評価の項目いじめ

防止に係る項目を追加） 

・地域自治会 

・ＰＴＡ 

 

・各部  

・各年次 

・各種委員会 

＜調査班＞ 

生徒指導部長、生徒指導係 

学年主任、担任、養護教諭 

＜対応班＞ 

生徒指導部長、学年主任、担任 

学年団、部活動顧問等 

、 

緊急対応会議 

いじめ発生 

 

 関係機関との連携 

・加古川警察署 

・少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

・こども家庭センター 

・播磨東教育事務所 

・出身中学校 

＜構成員＞ 

校長、教頭、生徒指導部長、保健部長、年次副主任、 

養護教諭・特別支援コーディネーター 

キャンパスカウンセラー 

等

う 

年次主任・副主任・担任 

年次団 

生徒指導部長・生徒指導係・年次主任・

担任・年次団・部活動顧問等 



※調査班は、事実確認・報告資料の作成等を行う。 

※対応班は、いじめに関係した生徒・保護者等に対する指導・支援を行う。 

  

②緊急時の組織的対応 
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・ネットいじめへの予防として、ＳＮＳ講演会を毎年実施。（ＰＴＡも研修含む） 

・いじめ対応チームは、いじめ防止対策の達成目標を設定し、年間計画を作成する。 

・特に配慮を要する生徒への対応については、文科省の「いじめ防止等のための基本的な方針」による。 

日常の観察・アンケート（年３回）・教育相談・生徒から

の情報等 

情報を得た教職員 

いじめ対応チーム(緊急対応会議) 

報告・共通理解 

調査方針・分担決定 

調査班編成 

事案の状況によりメンバーの決定 

(生徒指導担当・学年主任・担任・養護教諭等) 

調査方針・分担決定 

報告・事実関係の把握 

指導方針の決定、指導体制の編成 

対応班による 

いじめ解消に向けた指導 

対応班編成 

事案の状況によりメンバーの決定 

(学年主任・担任・部活動顧問等) 

＊いじめの解消（定義） 

継続指導・経過観察 

再発防止・未然防止活動 
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県教育委員会 
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重大事態 関係機関との連携 

加古川警察署 

 

こども家庭センター 

 

少年サポートセンター 

 

播磨東教育事務所（学校支援

チーム） 
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生徒指導部 教頭 校長 

地域との連携 

学校評議員会 

地域自治会 

ネット上のいじめ 

県警本部サイバー

犯罪対策室 

生徒指導部長・生徒指導部・年次主任・担任・養護教諭等 

生徒指導部長・担任・年次団・部活動顧問等 

報告・共通理解 

調査・分担決定 

報告・事実関係の把握（いじめの認知） 
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４ いじめに関する指導体制 

○いじめの未然防止（いじめを生まない土壌づくり） 

教育活動 目的 加古川南高の具体的な取り組み 

学業指導 □コミュニケーション能力の養成 ●習熟度別授業 ●各種発表会 

□一人ひとりに配慮した授業 ●発達障害生徒への配慮  

特別活動、 

道徳教育 

□規範意識・帰属意識を高める集団づくり ●各学校行事 

□ＨＲにおける望ましい人間関係づくり ●グループエンカウンター  

□ボランティア活動の充実 

（自己有用感の育成をはかる） 

●東日本大震災復興支援ボランティア  

●にこにこサマーフェスタ 

●加古川マラソンボランティア等 

教育相談 □学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ●教育相談の充実●キャンパスカウンセラーによる面談の実施 

人権教育 □人権意識の高揚 ●人権映画鑑賞会  ●ＳＮＳ講演会を毎年実施  

□講演会等の開催 ●ネット犯罪に対する理解・啓発 

情報教育  ●教科「情報」におけるモラル教育の充実 

保護者・地域

との連携 

□いじめ防止対策推進法□公開授業の実施 

□学校いじめ防止基本方針等の周知 

●入学説明会時に生徒指導部長より説明 

●年次通信 ●生徒指導部通信 

 ＊教職員のいじめ問題に対する資質向上を図る研修等を更に充実させる。 

 

○いじめの早期発見（生徒の変化を敏感に察知） 

教育活動  加古川南高の具体的な取り組み 

いじめの発見 □日々の観察 

□いじめ行為を直接発見した場合 

●行為をすぐに止めさせる 

●いじめられている生徒や通報した生徒の安全を確保 

相談体制の整備 □相談窓口の設置・周知 ●担任や教育相談委員、養護教諭による面談の実施（随時） 

定期的調査の実施 □いじめアンケートの実施・点検 ●毎学期に実施 ●生徒指導部と当該学年による会議 

情報の共有 □報告経路の明示、報告の徹底 

□教育相談委員会□進級時の引継ぎ 

□出身中学との連携 

●打ち合せ会や職員会議等での情報共有 

●要配慮生徒の実態把握、養護教諭からの面談報告 

○いじめの早期対応（問題を軽視することなく、迅速かつ組織的に対応） 

教育活動  加古川南高の具体的な取り組み 

生徒への

対応 

□いじめられている生徒 

への対応 

●いじめられている生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除く 

●全力で守り抜くという「いじめられている生徒の立場」で継続的に支援 

□いじめている生徒への 

対応 

●いじめは決して許されないという人権意識を持たせる指導。 

●いじめている生徒の内面を理解し、他人の痛みが解る指導を根気強く行う 

関係集団

への対応 

 ●被害・加害生徒だけでなく、見て見ぬふりをする集団に対しても、自分たち 

でいじめ問題を解決する力と人権意識を育成する 

保護者へ

の対応 

□いじめられている側 ●複数の教員で対応し、いじめ問題解消に向けて具体的な対策を話す。 

□いじめている側 ●事実を把握したら速やかに面談を行い理解と協力を求める。 

 

  



関係機関

との連携 

 

□教育委員会との連携 ●関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法、関係機関との調整 

□警察との連携 ●関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法、関係機関との調整 

□福祉関係との連携 ●心身や財産に重大な被害が疑われる場合、犯罪等の違法行為がある場合 

□出身中学校との連携 

□医療機関との連携 

●関係生徒の中学時代の動向・家庭環境等情報と助言を求める 

●家庭の養育に関する指導と助言、家庭での生徒の生活や家庭環境の状況把握 

 

５ 重大事態への対応 

 

(1)  重大事態とは 

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める

とき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負っ

た場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される（生徒が自殺を企図した場合等含む） 

また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合

と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とす

る。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、迅速に調査を行う（生徒や保

護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときを含む） 

 

(2)  重大事態への対応 

重大事態の取り扱いについては、文科省のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン（平成２

９年３月）にある事項を徹底する。特に重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対

応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始する。 

重大事態調査の主体の判断は、県教育委員会が判断する（兵庫県いじめ対応マニュアル H29 改訂参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


